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第１章

全性

論文の目的

経済活動とし

度・慣習を要素

めに意図的につ

意味で使用して

て行われる商取引は，制度・

とするシステムともいうこと

くられた取引の方法や機構，

いる。

慣習の集合体と考えることが

ができる。ここにいう制度と

また慣習とは歴史的に生成さ

できる。あるいは，制

は，取引システムのた

れた取引の方法という

（ ）



一旦生成さ

現在までの

っとも説得

貿易取引システムにおける制

れた制度・慣習は，ある期間

ところ，ゲーム理論でいう戦

力をもつようである。つまり

度・慣習の生成と変化に関する研

は変更されず使用され続け

略的補完性（

，「１つの制度が安定的な仕組

究（横山）

る。その理由については，

）による説明がも

みとして存在するのは，

社会の中であ

に有利にな

入しようとす

ろう。危険を

することはな

しかし，そ

いえば，ある

る行動パターンが普遍的にな

り，自己拘束的な制約として

るばあいには，すでに定着し

おかしてでも取引を行う必然

い。

のような制度・慣習も長期的

時点からいっせいに導入ある

ればなるほど，その行動パ

定着するからである
）
」。たとえ

ている制度・慣習にしたが

的な理由がないかぎり，独

にみれば変化しているし，

いは修正されることもある

ターンを選ぶことが戦略的

ば，新規に国際取引に参

い取引を行おうとするであ

自の取引方法を創造し使用

こと制度という点について

。このように硬直的な性格

をもつ制度・

な変化の過程

論文の目的で

この論文の

下の２つであ

航空運送は

示してきた。

取引システム

慣習が，修正されたりあるい

にはある種の法則性が見いだ

ある。

目的のために，分析対象は

る。

第二次世界大戦後急速に発展

その結果，貿易取引の制度・

の観察対象としては，「航空

は変化するのはどのような

せるのであろうか。このこ

「航空運送と貿易取引システ

してきた。特に， 年以

慣習も変化してきた。この

運送と貿易取引システム」は

ときであろうか。このよう

とを明らかにすることが本

ム」とする。その理由は以

降は急激ともいえる伸びを

ような点から， 世紀の商

格好である。

次に，貿易

ら「貿易商務

その目的は，

商務は，歴史

このような

度・慣習の研

できる概念や

取引の研究領域としての問題

論」という分野
）
がある。研究

個別の制度や慣習の紹介，具

的に実務家要請という役割を

役割からも説明できる。しか

究領域として多くの可能性を

理論が発見できるかもしれな

点がある。貿易取引に関す

の対象は，貿易取引に関す

体的問題点の指摘や解決策

担ってきた。研究の目的が

し，貿易取引はその複雑性や

もっている。他の経済シス

い。かつて何人かの研究者

る研究領域としては古くか

る制度・慣習である。ただ，

の提案と吟味である。貿易

実益的であるという点は，

多様性という点から，制

テムや取引システムに汎用

が貿易慣習論という研究領

域に関心を示

この論文の

のかを，歴史

より一般的な

していた
）
ことは，このことと

分析の中心は，航空運送の発

的に観察することである。そ

言葉で説明したい。

第２章 航空運送

無関係ではない。

展によって取引制度・慣習

のような観察の結果として

と貿易取引制度・慣習の観

がどのように変化してきた

，制度・慣習の変化過程を

察

１ 航空運

１―１ 第

航空機の歴

まった第一次

大戦の終わ

送の発展

一次世界大戦前後

史は 年のライト兄弟によ

世界大戦では，航空機が軍用

りごろから，余剰のパイロッ

るテスト飛行の成功に始ま

機として使用された。

トと軍用機を利用して郵便

る。そのわずか 年後に始

輸送が始まった。 年に

（ ）



はイタリアのロ

された。

年 月に

立命館経済

ーマ―トリノ間で， 年に

大戦が終結すると，余剰のパ

学（第 巻・第３号）

はロンドン―パリ間でそれぞ

イロットや航空機と民間資本

れ定期郵便輸送が開始

が結びつく形で，航空

輸送事業設立の

れた。このよう

空輸送協会（

解決するために

戦前までその機

立の新

機運が高まり， 年には，

な中，民間航空に関する国際

）が設立された。この組

創設されたもので，航空輸送

能を発揮することになる。し

にその機能を譲っていった。

英独仏３カ国だけでも を超

的協力の必要性が高まり，こ

織は，各国航空会社間の運送

に関する最も有力な国際機関

かし，第二次世界大戦中には

える航空会社が設立さ

の年の８月には国際航

上の調整や法律問題を

として，第二次世界大

自然消滅し， 年設

１―２ 第二

年代に入

め，民間資本の

空輸送に力をい

な支援を受けて

界大戦の敗戦国

たのである。

ドイツの成功

次世界大戦まで

っても，航空輸送自体の経済

航空会社はどこも経営難に苦

れ， 年に政府が半額を出

，ルフトハンザは短期間にヨ

であるドイツが，敗戦後 年

に影響を受けて，ほかのヨー

性は改善せず，民間の航空輸

しんでいた。そのような中，

資したルフトハンザ航空が誕

ーロッパ全土に航空網を持つ

もたたないうちに，民間航空

ロッパ諸国も国策航空会社を

送需要も乏しかったた

ドイツは国策として航

生した。国による強力

ようになる。第一次世

ではヨーロッパを制し

設立したり，補助金制

度によって国主

ティヴをとった

国は，多かれ少

して芳しいもの

由は，航空会社

こと
）
などが考え

年代の出来

導の航空輸送開発に乗り出し

航空路開発競争によって，路

なかれ政府の支援を受けた航

ではなかった。採算が取れな

を国威発揚の手段としたこと

られる。

事として注目すべきは，パリ

ていった。 年には，この

線は飛躍的に増大していった

空会社を有していた。しかし

いにもかかわらず，国を挙げ

，大国の有力会社が自己の勢

条約で宣言されていた航空に

ような政府がイニシア

。当時のヨーロッパ諸

，各社の経営状態は決

て航空会社を支えた理

力を培養しようとした

関する統一国際規則が，

ワルソー条約
）
と

ら，このように

て過失責任原則

いる。

年代，ヨ

結果として，航

輸送への関心は

して実現したことである。

よばれている。日本は 年

を採用し，しかも立証責任は

ーロッパ大陸では，政府支援

空運送の飛躍的な発展を実現

さほど高くなく，輸送の中心

年にポーランドのワルシャ

に批准した。ワルソー条約で

運送人にあるとした。また，

を受けた航空会社が路線拡大

させた。その一方で，アメリ

は郵便であった。 年前後

ワで締結されたことか

は，貨物の損害につい

責任限度額も設定して

競争をくりかえした。

カでは貨物輸送や旅客

には，郵政庁が国内の

いくつかの路線

輸送事業に民間

遅れをとって

功である。この

るということを

はじめ， 年

を開拓した。 年には「航

資本を導入させることとなり

いた旅客運送に関心を向けさ

飛行は単に航空飛行への関心

投資家に知らしめたのである

までには，いわゆるビッグ・

空郵便法」が制定された。こ

，主要都市間の航空網が短期

せたのは，リンドバーグによ

を高めただけではなく，航空
）
。同じ年，パン・アメリカン

フォア
）
が出揃い，アメリカ航

の法律によって，航空

間のうちに整備された。

る大西洋横断飛行の成

機が安全な乗り物であ

航空が設立されたのを

空産業の牽引車となっ

（ ）



ていった。背

航空産業に流

アメリカの

貿易取引システムにおける制

景には，第一次世界大戦によ

れていったという事実がある

航空産業の発展はめざましく

度・慣習の生成と変化に関する研

ってアメリカが世界経済の

。

， 年時点では， の会

究（横山）

中心となり，潤沢な資本が

社が 機の輸送機を擁し，

のべ５万キロ

ヨーロッパ

によるもので

１―３ ブ

ドイツを中

資本によって

に達する路線網で年間 万人

が政府主導によって航空輸送

あった。

ロック経済と航空輸送の発展

心とするヨーロッパ諸国によ

支えられたアメリカによって

の旅客を運ぶ有力産業に成

を発展させたのに対して，

って口火を切られた航空輸

，一層の発展が成し遂げら

長していった
）
。

アメリカの発展は民間資本

送は，その後，潤沢な民間

れるのである。このように

して迎えた

張競争は単に

ロック経済体

国際航空路

に南米への路

アメリカ政府

メリカ政府の

それ以外の

年代は，欧米が競って国際

民間会社間の競争ではなく，

制が背景にあった。

線の拡張は，ヨーロッパとく

線を新設していったのだが，

の命を受けたパンナムは南米

国策会社として，国際長距離

国も，植民地を中心として国

航空路線を拡張していった

欧米列強と植民地内におけ

にドイツによって始められ

これがアメリカの危機感を

地域へ進出した。この進出

輸送を担っていくのである

際路線を開拓していった。

時代である。このような拡

る閉鎖的経済体制つまりブ

た。ドイツの航空会社は主

あおることとなる。直後に，

に成功したパンナムは，ア

。

たとえば，フランスはベト

ナムと南米地

などへ路線を

このような

もと，各宗主

国際長距離

年設立の

年代から

域，イギリスはオーストラリ

拡張していった。

拡張路線は決して採算のとれ

国は多額の資金をつぎ込んで

路線拡張の技術的背景として

ダグラス社， 年設立のロ

年代にかけて長航続距離を

ア，オランダはインドネシ

るものではなかったが，閉

実現していった
）
。

，航空機自体の技術的進歩

ッキード社， 年設立の

もつ高速機を次々と開発して

ア，イタリアはエチオピア

鎖的経済同盟という目的の

を見逃すことはできない。

ボーイング社は，それぞれ

いった。特にボーイング

型機と

をもたらした

年代まで

品がほとんで

間で貨物専用

アメリカの

このような政

型機および３型機は，採
）
といわれている。

の航空輸送は，国内外とも旅

あった。このような中，

便がアメリカン航空の手で開

国際航空路線は，国策として

策に対してほかの航空会社か

算性や高速性のみならず安全

客便が中心で，貨物は手荷

年には，世界で初めてニュ

始された。

パンナム一社に行わせてい

ら根強い反発があった。こ

性においても革命的成果

物と郵便それと少量の貴重

ーヨークとロサンジェルス

ったのであるが，国内では

のような反発を受けて，ア

メリカ政府は

推し進めてい

１―４ 国

アメリカ政

その主な目的

その後，いわゆる「オープン

き，第二次世界大戦後の国際

際航空輸送制度の確立

府は第二次世界大戦の終結ま

は，日本，ドイツ，イタリア

スカイ」政策を導入し，国

航空の動きに大きな影響を

えから，戦後の国際民間航

の航空産業への参入禁止，

際的にも「空の自由化」を

与えていくのである。

空の枠組みを論議していた。

アメリカの航空輸送は複数

（ ）



の航空会社が行

由交渉によって

このような考

立命館経済

うこと，アメリカ航空産業へ

行うこと，民間航空輸送への

えを持ったアメリカ政府は，

学（第 巻・第３号）

の政府出資の禁止，空運権の

国連の役割などである
）
。

年 月から 月にかけて

取り決めは各国との自

シカゴにおいて，連合

国や中立国を集

が「シカゴ会議

シカゴ会議の

したことである

権が領域上の空

２つめの成果

輸以外の目的で

めて，戦後の国際民間航空の

」である。

成果の１つは，いわゆるシカ

。その中心は， 年パリ条

間にも及ぶという考え方を，

は，国際航空業務通過協定
）
を

着陸する自由を認めたことで

制度的枠組みを形成するため

ゴ条約
）
を締結し，国際航空に

約でも規定されていた領空主

あらためて明文化したことで

締結し，他国の領空上を無着

ある。実際，アメリカは交渉

の会議をもった。これ

関する基本原則を確立

権主義，つまり国家主

ある。

陸で横断する自由，運

にあたって，自国で積

んだ貨客を他国

国でおろす自由

るが，実現しな

３つめの成果

されたこの組織

の性格付

るが，航空会社

を目的とした情

でおろす自由，他国で積んだ

を含むいわゆる５つの自由

かった。

は
）
の設立である。シ

は，民間航空の安全と発展を

けについては，イギリスは

の自由を尊重するという伝統

報交換と技術協力の促進を主

貨客を自国でおろす自由，他

（ ）の

カゴ条約での規定にもとづい

目的とする政府間組織で，国

強力な監視機関としての位置

をもつアメリカは，国際航空

体としたものでなければなら

国で積んだ貨客を別の

締結を主張したのであ

て， 年４月に設立

連の専門機関である。

付けを主張したのであ

の秩序維持および発展

ないと主張した
）
。結局，

アメリカの主張

性格を持つよう

シカゴ会議は

て提案されてい

何の成果もなか

メリカと対立し

議の翌年の

が取り入れられる形となり

になった。

，戦後の国際航空の枠組みを

たにもかかわらず，運賃決定

った。イギリスは国家間の国

明確な結論を出せなかったの

年４月にハバナに集まり，

， は情報交換と技術協

決定する重要な成果を残した

の方法など民間航空会社の実

際組織による運賃決定方法を

である。そこで，民間航空会

民間の国際的団体の設立につ

力の政府間組織という

のであるが，議題とし

際的な内容については

主張し，この点でもア

社の首脳は，シカゴ会

いて話し合いを行い，
）
の規約を

の機能

地域に分けて，

しかし，近年で

２つめは清算

運賃や費用は，

先にあげたシ

採択した。

は２つに集約される。運賃

地域内の運賃会議と地域間の

は，この制度は事実上機能し

機能である。航空各社が連携

この の場を通じて行

カゴ会議で締結された国際航

調整機能と清算機能である。

運賃会議によって個々に運賃

ていない。

運送を行ったり，航空機整備

われる。

空業務協定では，いわゆる５

は世界を３つの

を調整することである。

を委託している場合の

つの自由のなかで，他

国の領空上を横

の自由について

この二国間協

カ国であった。

り，バミューダ

断する自由と，運輸以外の目

は，２国間で協定されること

定を最初に行ったのが，皮肉

年２月のことである。こ

体制とよばれている。

的で着陸する自由についての

が期待されていた。

にもシカゴ会議でもっとも意

の協定の内容は，その後の二

み合意した。それ以外

見が対立した英米の２

国間協定のモデルとな

（ ）



１―５ 貨

戦後の国

れ， 年に

貿易取引システムにおける制

物専用機の就航

際航空運送の枠組みを決めた

は英米間でバミューダ協定が

度・慣習の生成と変化に関する研

年のシカゴ会議のあと，

結ばれ，世界の航空輸送が

究（横山）

と が設立さ

驚異的な発展をとげた年と

なった。この

このよう

年に初飛

ング や

ることになっ

にかけて貨物

は

年の輸送実績は前年の２倍，

な中，航空貨物発展のきっか

行した民間として最初のジェ

８は，その輸送スピー

た。それまで大半であった旅

専用機が次々と就航していっ

年に荷主用コンテナ（

億人キロに達し，その後

けは技術革新つまりジェット

ット機であるコメットや，

ドによって高速輸送という航

客室の下部貨物室を利用し

た。

）という制度

の発展の礎を築いた。

機の出現がもたらした。

その後に開発されたボーイ

空貨物の利点を際立たせ

た輸送に加えて， 年代

を設けた。この制度は，荷

主があらかじ

であった。し

準コンテナを

なる。

年に再

ある。 年

用品，医学研

後，商業貨物

め登録しておいたコンテナを

かし，登録されたコンテナが

指定することとした。この制

開した日本の航空輸送である

頃までの日本の国際航空貨物

究用品，動物，商品見本，製

が少しずつ増え， 年頃か

利用して行う運送に対して

多種多様で効率が悪かった

度が航空貨物輸送へのコン

が，国際貨物輸送が始まっ

は，旅客の別送貨物，緊急

作用見本，ギフト物品など

ら主流となっていった
）
。そ

運賃を割り引くというもの

ため， 年に 種類の標

テナ導入を促進することに

たのは 年２月のことで

書類，報道用品，緊急医療

の比重が高かったが，その

の後，国内貨物の中には機

械部品や生鮮

を続けた。

年に締

条約」とよば

延着について

年には

た。この条約

物が加わった
）
。貨物量も，

結されたワルソー条約は，

れることになる。改正内容は

賠償責任方法を定めたことで

，いわゆるグアダラハラ条

では，契約運送人（

年代から 年代には平均す

年にオランダのヘーグで

，賠償請求期限を延長した

ある。

約（ ）が

）と実行運送人（

ると前年 ％増しの急成長

改正され，「改正ワルソー

ことと貨物の一部の滅失や

署名され 年に発効し

）を定義し，混載

業者（

年には

これは，アメ

増額と航空会

大戦終了後

された。

事業」とし

）の役割を明確にした。

，モントリオール航空会社間

リカがワルソー条約脱退を撤

社による無過失抗弁の制限を

，進駐軍によって禁止されて

年には航空法が制定された。

て規定された。 年には，

協定（

回する条件として提示した

定めたものである。

いた日本の民間航空は，

同法は 年に改定され，

日本航空が に加盟し

）が締結された。

もののうち，責任限度額の

年に日本航空の手で再開

混載事業が「利用航空運送

たのに引き続き，日本が

へ加

日本の航空輸

１―６ 大

ジェット

はおよそ

盟し，さらにシカゴ条約も発

送事業も国際舞台に登場する

量輸送の時代

機の出現のあと航空機は大型

トンの積載能力があった。

効した。 年に日本は改正

ことになった。

化していった。貨物専用機の

年代には，このような大

ワルソー条約を批准し，

ボーイング や

型機種を使用しての貨物

（ ）



便就航が相次い

ヨーク線や大阪

物線を開設した

立命館経済

だ。日本航空を例にとれば，

発太平洋線で，そして 年

。

学（第 巻・第３号）

年のサンフランシスコ線

には東京―ローマ線で大型ジ

で， 年にはニュー

ェット機を使用した貨

しかし，大量

室下部貨物室だ

ンの貨物を積載

貨物機である

のを皮切りに，

ーイング

いわゆるジャ

輸送時代の本当の幕開けとな

けでも トンの積載能力を

できる。旅客機であるボーイ

は， 年にルフトハン

世界の貨物路線に導入されて

用のコンテナと冷凍コンテナ

ンボ貨物機の就航によって，

ったのは，ボーイング の

もつ。貨物専用機である

ング は， 年から各路

ザがフランクフルトとニュー

いった
）
。 年，同じくルフ

を開発している。

航空会社はより多くの貨物を

就航である。同機は客

型では，およそ ト

線で就航し始める一方，

ヨーク間で就航させた

トハンザは，独自にボ

集めるために，集荷能

力のある混戦業

あたりの運賃率

ットが出てきて

者の結び付きを

年代の貨

電子計測器，繊

か，化学製品，

ックのため，輸

者への依存を高めていった。

が下がるため，混載業者にと

，混載差益が高くなるのであ

強固なものにしていった，と

物には，輸出が事務機器，化

維製品などに混じり，金属や

事務機器，非鉄金属，食料品

出入ともに前年実績を下回っ

航空貨物運賃は貨物量が多け

っては，貨物を集めれば集め

る。つまり，大量輸送機の出

言うことができる。

学光学機器，時計，熱電子管

非金属鉱物製品などがある。

などである
）
。貨物量は，

たのであるが，それ以外の年

れば多いほど単位重量

るほどスケール・メリ

現は航空会社と混載業

半導体，通信機器類，

輸入品は，航空機のほ

年には第一次石油ショ

は毎年 ％の増加

を示している
）
。

航空貨物輸送

年の新東京

ーゴ・シティ・

ばきに使用され

国際条約の分

れぞれ署名され

の大量化にともなって，日

国際空港（成田空港）の開港

ターミナル（ ）が完成

ていた。また， 年には大

野では， 年にグアテマラ

た。グアテマラ議定書は，ア

本の航空促物施設の整備も進

に先だって， 年には干葉

したことである。当初は，羽

阪エアカーゴ・ターミナルが

議定書
）
が， 年にモントリ

メリカがワルソー条約脱退を

んだ。特筆すべきは，

県市川市に東京エアカ

田着の輸入貨物の荷さ

設立された。

オール追加議定書
）
がそ

撤回する条件としてい

た３番目の新条

モントリオー

ばれる１つの議

度額の表示通過

た。第４議定書

の導入，運送人

件の制定として作成されたも

ル追加議定書の内容は，第１

定書からなる。第１から第３

をフランから特別引出権（

では，貨物運送人の責任限度

の責任について厳格責任主義

のである。この内容は旅客に

から第３までの３つの追加議

までの追加議定書では，旅客

）

額表示を特別引出権で行うこ

を採用することなどを規定し

関するものである。

定書と第４議定書とよ

や手荷物の損害責任限

にすることが決められ

と，さらに貨物受取証

た。

１―７ 大量

年代に入

同年の中国民航

本航空とカンタ

ある。このよう

年，アメ

輸送機の就航と高付加価値製

っても，大量輸送機を使用し

の東京，上海，北京線，

ス航空の東京―シドニー共同

な路線拡張は 年代まで続い

リカでは航空貨物規制緩和法

品

た路線の拡充は続いた。日本

年の日本貨物航空のアメリカ

貨物便，カーゴルクスの福岡

ていった。

が成立， 年には国際航空

航空の 年の中国線，

乗り入れ，同じ年の日

乗り入れなどがそれで

運送競争法が成立し，

（ ）



いわゆる規制

小口貨物やク

一方，日

貿易取引システムにおける制

緩和（ ）が進むこ

ーリエサービスを発展させて

本の経済構造は， 年の終

度・慣習の生成と変化に関する研

とになる。この後，航空機

いった。

わりに経験した第二次石油シ

究（横山）

を保有する国際宅配会社
）
が

ョックのあと，いわゆる

「重厚長大」

貨物輸送への

を超える成長

航空貨物

ー，電信電話

輸入では，魚

どである。

産業から「軽薄短小」産業へ

追い風となり， 年まで低

を示すようになった。

の成長を支えた貨物の種類を

機，半導体，腕時計，カメラ

介類，野菜，果実，医薬品，

変化していった。このような

成長であったものが，

具体的にみていくと，輸出で

，光学機器，自動車部品，

医療機器，革製品，衣類，

高付加価値産業は，航空

年から再び数量にして ％

は， ，コンピュータ

複写機，医療機器などで，

コンピューター，半導体な

以上の品目

ティング戦略

荷し，完成品

以上の理由

して，ハイテ

ているという

さらに近年

力の保持と市

の多くが高付加価値製品であ

に適していた。また，そのよ

を世界市場で販売していた。

から，これらの品目が航空運

ク製品の多くがデリケートな

ことも言える。

は，ファッション製品や生鮮

場の拡大，商品デザインの変

り，高運賃負担能力をもち

うな産業の多くが世界の各

送発展の担い手となったの

運送を好むため，貨物損傷

食料品の比率も上昇してい

化など，市場の動向に対し

，トータルコストのマーケ

地から高品質の半製品を集

である。もう１つの理由と

率の低い航空機輸送に適し

る。この理由として，競争

ても，航空機を利用すれば

商機を失わな

高い付加価値

国内の物流

は関西航空貨

ゴ・ターミナ

ワーダー，

年には伊

くてすむことや，海産物，野

を付けて販売できることなど

施設も拡充が進んでいった。

物ターミナル・サービスが，

ルがそれぞれ設立された。さ

税関などをオンラインで結ん

丹航空まで範囲を広げ，

菜，果物なども新鮮なまま

が考えられる。

年には札幌エアカーゴ

同年，横浜航空貨物ターミ

らに物流システムを高度化

だ
）
も， 年には航

年からは輸出入統合システ

市場に流通させられるし，

・ターミナルが， 年に

ナルが，また福岡エアカー

するため，航空会社，フォ

空貨物輸入で導入され，

ムとして 働を始めた。

年，日

成立し，混載

種利用運送事

１―８ 経

ここにいう

ューター通信

本では「貨物自動車運送事業

運送を利用運送とし，また利

業とした。

済の国際化と航空貨物

「経済の国際化」とは，各種

の発達により，流行する製品

法」と「貨物運送取扱事業

用運送の前後の集荷と配達

メディアやインターネット

に国際的な相違や流行する

法」のいわゆる物流二法が

を一貫して行う事業を第二

に代表されるようなコンピ

時期の差が少なくなってき

たことや，製

例えば，時

ッション製品

作られた自動

なども，経済

このような

品を生産する段階で原材料や

期を同じくして世界で飲まれ

が，１週間の内に日本の店頭

車部品が世界の組立工場に送

の国際化の一側面である。

経済の国際化は，日本では

半製品が世界的な規摸で移

る新酒ワインや，ヨーロッ

に並ぶことなどがその例で

られ，品質が一定の車が世

年の中頃から，企業の海

動することなどを意味する。

パで発表された衣類やファ

ある。また，日本の工場で

界の各地で生産されること

外進出やコンピューター通

（ ）



信の発達を背景

通段階での国際

実際， 年代

立命館経済

として，論じられるようにな

物流の進展を意味するもので

の航空貨物は，食料品，繊維

学（第 巻・第３号）

った。そして，経済の国際化

あり，その担い手のひとつは

，衣類，化学製品，機械機器

は同時に生産段階や流

航空機であった。

を中心に確実に増加し

た。貿易貨物の

割・７割の時代

年に入る

顕著となってい

年には

２ 貿易取引

金額比率は，航空貨物１割・

へと突入していった。

と，航空会社間あるいは国内

った。国土交通省によると，

万トンと ％近くの増加を予

制度・慣習の変化

海上貨物９割や，２割・８割

の空港間の貨物獲得競争もあ

年には航空貨物量は

想している。

といった時代から，３

いまって，その傾向は

万 トンであったが，

２―１ 物流

２―１―１

航空会社は，

のセールス能力

物の集荷を，い

（

たとえば，

荷から航空会社

構造の特徴

フォワーダーの多人格化

本来，貨物の集荷が規制され

も乏しかった。迅速性という

わゆるフォワーダー企業（

）制度はそのための有効な

航空貨物代理店に選ば

への引渡しまでの一貫した業

るなど物流能力には限りがあ

航空輸送の特徴を活かすには

）に依存する必要が

手段であった。

れる企業は，いずれも貨物輸

務を遂行する能力をもってい

ったし，その貨物輸送

，貨物輸送の販売と貨

あり，航空貨物代理店

送販売能力が高く，集

た。このような企業は，

航空貨物代理店

た。航空貨物代

の要請から生じ

航空会社の代理

一方，混載貨

と，航空貨物は

まり，少量貨物

になる以前から，複雑な物流

理店制度は，このような機能

て発展した制度であった。ま

人というまた別の機能を追加

物制度は，キロあたりの航空

もともと少量貨物が中心であ

の荷主にとっては，航空会社

業務をこなすために，自らが

を効率的に航空輸送に取り組

た，この制度は，各種の機能

させることとなった。

貨物運賃率は重量が増えるほ

るという現実を利用して生じ

に直接運送を依頼するより，

各種の機能をもってい

もうという，航空会社

を持つフォワーダーに，

ど安くなるという特徴

てきた制度である。つ

混載貨物として運送を

依頼した方がよ

る。

航空混載は

た。それは，混

であった。しか

により経費が少

さらに，混載制

り有利な運賃率を利用できる

年代の後半にアメリカで導

載貨物が増加すると航空会社

し，たくさんの少量貨物を取

なくてすむということがわか

度によって低い運賃率が提供

し，混載業者としても混載差

入された。しかし，当時は航

が得られる運賃が減るのでは

り扱うよりも，荷口数の少な

ると，航空会社はこの制度を

され，航空貨物が全体として

益を享受できるのであ

空会社の反発も強かっ

ないかという懸念から

い大量貨物を扱うこと

容認するようになった。

増加するようになると，

ほとんどの航空

このような航

ャンボ・フレイ

載業者への依存

線の混載率は軒

混載差益を得

会社は混載制度の積極的な支

空会社の混載業者への依存傾

ターである。飛躍的に伸びた

をますます高めざるを得なく

なみ ％を超えた。

るには，できるだけ大量の貨

援者になっていった。

向に拍車をかけたのは，

航空輸送スペースを埋めるた

なったのである。さらに

物を集めなければならない。

年代から導入されたジ

めに，集荷力のある混

年代に入ると，主要路

つまり，集荷能力に混

（ ）



載業者として

になったのは

物代理店こそ

貿易取引システムにおける制

の適否がかかっているのであ

当然である。言葉をかえれば

が，混載業者に適していたと

度・慣習の生成と変化に関する研

る。ほとんどの航空貨物代

，高い貨物輸送セールス能

いうことができる。そして

究（横山）

理店が混載業者を営むよう

力と物流能力をもつ航空貨

，フォワーダーは代理店と

いう機能に加

のフォワーダ

もっていた。

うになる。

フォワーダ

結し航空運送

倉あるいは貨

えて，混載業者という機能も

ーの多くは，すでに国内運送

これに貨物代理店機能と混載

ーはまず混載業者という契約

状を交付する。次に，国内運

物ターミナルまで運送する。

もつことになる。航空貨物

業者，通関業者，保険代理

業者機能を含めると，フォ

運送人の立場で，航空運送

送業者として荷送人の委託

そこでまた，混載業者の立

代理店や混載業者になる前

店，倉庫業者などの機能を

ワーダーの機能は以下のよ

を引き受け，運送契約を締

をうけ，空港や隣接した手

場で貨物の混載仕立てを行

う。続いて，

代理店として

立てした貨物

航空貨物代理

入された貨物

きを行う。

わが国の貨

送事業と第二

荷主の代理人として通関書類

貨物損害保険の契約を締結し

の運送を航空会社に依頼する

店たる自らと契約を締結し運

は，フォワーダーが地上取扱

物運送取扱事業法は，このよ

種利用運送事業の２つに分け

を作成し通関を行う。荷主

保険証券を発行する。今度

。このとき，航空会社と契

送状の交付を受けることに

代理店として，航空機への

うな複雑な業務を一貫して

て定義したのだが，それぞ

からの要請があれば，保険

は，荷送人として，混載仕

約を締結するのではなく，

なる。航空会社の上屋に搬

積み込みと関連の書類手続

行う事業を，第一種利用運

れの業務を異なった立場で

行っているこ

に対し契約運

関業務は輸出

委任事務とし

同一のフォ

のであるが，

いである。

とには変わりはない。国内運

送として，航空会社に対して

者の代理人として，保険契約

て，ひとつののフォワーダー

ワーダー内部では，それぞれ

外部の者にとっては，多数の

フォワーダーのこのような複

送は荷送人からの受任業務

は荷送人として，さらに航

は保険会社の代理人として

が一貫して行うのである。

の担当する部署が異なった

人格が時に応じて現れては

雑な機能を多人格化（

として，混載業務は荷送人

空会社の代理人として，通

，積込み業務は航空会社の

立場で業務を処理している

消える多重人格者を見る思

）とよぶこ

とにする。多

的な特徴であ

２―１―２

フォワーダ

つが，航空貨

航空貨物は

する方法であ

人格化という言葉で表される

る。

企業内契約

ーの多人格化は，物流構造の

物運送契約における企業内契

直送貨物と混載貨物に分けら

り，荷送人と航空貨物代理店

フォワーダーの多機能化が

他の要素や制度，慣習に影

約という現象である。

れる。直送貨物は荷送人が

が運送契約を締結する。こ

，航空貨物物流構造の中心

響を与えている。そのひと

直接航空会社へ運送を依頼

の場合には，契約当事者は

全く別の法人

の運送約款で

する。混載貨

つの企業内

（

かたや荷送

どうしであって，問題は生じ

契約を締結した混載業者が，

物では，混載業者と航空貨物

の異なった部署どうしが契

）とよぶことにする。

人，かたや航空会社の代理人

ない。混載貨物は，荷送入

今度は荷送人として航空貨

代理店が同一法人であるこ

約を締結することになる。

として，それぞれ利害を異

から運送依頼を受け，自分

物代理店と運送契約を締結

とが多い。この場合，ひと

この現象を企業内契約

にする者どうしの契約のよ

（ ）



うではあるが，

り上位の共通し

す混載業者とし

立命館経済

同じ法人に所属する部署とし

た意思決定に従う必要も出て

ての機能が，航空会社の利益

学（第 巻・第３号）

て共通の利害を有する。また

くるだろう。そうなると，よ

を擁護する貨物代理店として

，両方の部署ともによ

り大きな利益を生み出

の機能を上回ってしま

うことは容易に

が考えられるの

企業内契約と

いうことを付記

２―１―３

フォワーダー

な制度であると

想像がつく。つまり，運送契

である。

いう制度は，民法 条の自

しておく。

ブラック・ボックス化

の多人格化は，複雑な航空貨

いうことがいえる。それぞれ

約がフォワーダーの意思決定

己契約と考えられ，原則とし

物の物流業務を迅速に処理す

の業務を複数の業者が行った

に，影響を受けること

て禁止されている，と

るという意味で合理的

場合には，その間の連

携をどんなにス

なロスが生じる

たとえば，輸

けで，貨物を国

なくてもよい。

度であるといえ

物流という点

いえば，大きな

ムーズに行ったとしても，１

ことは間違いない。

出業者はフォワーダーに連絡

際物流にのせることができる

多人格化は，コストという観

る。

からいえば，このように必然

問題をはらんでいる。

社が一貫して業務を処理する

をし，通関や積込に必要な若

。輸出入業者は，国際物流に

点からだけでなく，荷主から

的ともいえる多人格化である

場合に比較して，大き

干の書類を用意するだ

ついての十分な知識が

しても便利で優れた制

が，商流という点から

電気製品やコ

ますます簡単に

知っていれば十

ても言うことが

流の過程はいま

コンピュータ

国際物流につい

ンピューターは，ハードウエ

なってきている。それらの構

分である。この「多機能化と

できる。輸出入者にとっては

やブラック・ボックス化して

ーや電気製品の故障は，技術

ては多人格化あるいは多機能

アーの多機能化や複雑化が進

造について何の知識を持つ必

簡便な使用法」は，国際物流

，電話ひとつで貨物運送を依

いる可能性がある。

者に頼んで修理してもらうこ

化の内容を熟知しておかなく

む反面，その使い方は

要もない。使い方さえ

とくに航空貨物につい

頼できる反面，国際物

とができる。しかし，

ては，いざというとき

に対処できない

危険や所有権の

フォワーダー

ブラック・ボッ

過程の情報がフ

集まりにくく，

ボックス化がも

。なぜならば，貿易貨物は輸

移転など商流についての事実

の多人格化は物流という点か

クス化は，商流に関するいく

ォワーダーにだけ集中し，輸

また集まったとしても正しい

たらすもうひとつの問題点で

出者から輸入者に引き渡され

を明確にする必要があるから

らは大変合理的な制度である

つかの問題の火種となる可能

出入業者には的確な意思決定

意思決定ができにくくなると

ある。

るため，引渡しの時点，

である。

が，それがもたらした

性がある。また，物流

ができるだけの情報が

いうこも，ブラック・

２―１―４

経済水準や物

出やすい。

た。 年代ま

量輸送時代のは

る。

運賃の格差

価水準の異なった多くの国が

の設立時からの主な目的

では， の運賃調整機

じまりによって，このような

参入する航空運送では，本質

は，航空運賃の国ごとの差異

能はなんとか働いていた。し

管理運賃制度は急速にその力

的に運賃にばらつきが

を調整することであっ

かし， 年代からの大

を失っていくことにな

（ ）



いわゆるジ

航空会社はま

れにつれて

貿易取引システムにおける制

ャンボ機が貨物輸送にも使わ

すますフォワーダーへの依存

フォワーダーの航空会社への

度・慣習の生成と変化に関する研

れるようになり，貨物スペ

を強めていった。主要路線

影響力も強くなっていった。

究（横山）

ースの供給が過剰になると，

での混載化率は上昇し，そ

の運賃調整制度に

当初から反対

は，

賃の２ ４割

だが，運賃

安い運賃が利

は，

貨物運賃の
）

であったアメリカの圧力も，

加盟の航空会社でさえ表定運

となることも珍しいことでは

自由化の波は世界の全路線に

用できるにもかかわらず，混

運賃かあるいはそれに近い運

地域間格差に加えて，運賃自

運賃自由化を後押しするこ

賃で運航することは難しくな

なくなった。

及んだわけではない。貨物

戦貨物が十分に利益を生ま

賃が主流であった。

由化が進んだアメリカなど

とになる。 年代までに

り，実行運賃が 運

量が多い主要路線では大変

ないようなその他の路線で

で採用されている契約運賃

制度は業者間

約運賃率の適

扱いを受ける

る。

航空運賃の

化は混載業者

リカなどフォ

の取扱量が大

の格差を生じさせている。貨

用を受けられるだろうし，取

ことになるであろう。それが

自由化は，このようにまず航

が顧客へ適用する混載運賃に

ワーダーの競争が激しい国に

変多い日本などでは，航空会

物運送のセールス能力が高

扱量の少ない業者は運賃率

，取扱貨物量の格差をより

空会社運賃において進んで

反映され，対顧客運賃も安

おいて特にそうである。し

社運賃ほどには，混載運賃

い混載業者ほどより低い契

においてもますます不利な

一層広げていく可能性があ

いった。航空会社運賃の低

くなった。このことはアメ

かし，一部のフォワーダー

は下がっていないようであ

る。つまり，

この格差は

業者と航空貨

場原理が働き

し，実際は，

載運賃の弾力

地域によっては航空会社運賃

，先に説明した企業内契約と

物代理店が独立した関係とし

，荷主に提供する混載運賃は

混載業者と航空貨物代理店は

性が失われているのである。

と混載運賃間の格差
）
も広が

いう制度によってさらに悪

て，運送契約を締結するの

航空会社運賃の低下に比例

同一企業であり，企業内契

っている。

化しているといえる。混載

であれば，混載業者間に市

して低下するだろう。しか

約を締結しているため，混

２―２ 通

２―２―１

航空機は迅

貨物は輸入地

を行うという

違った特有の

航空貨物で

関制度

通関書類

速な輸送手段であり，輸入者

に到着する。輸入者が，貨物

制度は，航空運送では機能し

制度が必要であった。

は，非流通性の航空運送状が

が決済のシステムを通じて

の到着に先だって銀行から

ない。航空貨物の輸入通関

貨物と一緒に運送される。

出荷書類を手に入れる前に

手に入れた書類で輸入通関

には，海上貨物の通関とは

通関に必要な書類を一緒に

輸送すれば，

業送り状も航

通関書類とし

２―２―２

航空輸送の

るような貨物

貨物の到着と同時に通関も可

空機で輸送されるようになっ

て使用されるのである。

既存制度の修正と拡充

迅速性は，また通関とくに輸

の多くは，輸入市場でも迅速

能となる。このような観点

た。輸入空港に到着した送

入通関の迅速性を要求する

に流通にのせる必要があり

から，航空貨物とともに商

り状は通関業者に渡され，

。つまり航空機で運送され

，そのために輸入通関もス

（ ）



ピーディに行わ

その迅速性を

とであるが，そ

立命館経済

なければならない。

実現するひとつの方法は，上

の他に通関のための施設や人

学（第 巻・第３号）

のように通関に必要とされる

員を充実させることも必要で

書類を航空機で送るこ

あった。日本やイギリ

スなどで導入さ

は，その１つの

日本の場合に

れぞれ保税上屋

速性という点か

らは，保税上屋

の上屋群や，大

れた，フォワーダーの上屋や

方法である。

ついてみると，税関は，当初

に指定し，そこへ職員を派遣

らは有効であっても効率の良

を１カ所に集中させる方法が

阪国際空港の航空貨物ビルは

航空会社の上屋での派遣され

，都内各所に点在していたフ

して通関を行っていた。この

い制度とはいえなかった。そ

とられるようになった。品川

その例である。

た税関職員による通関

ォワーダーの上屋をそ

ような分散方式は，迅

こで， 年代後半か

埠頭の航空貨物代理店

また，航空貨

入せずにただち

ている。

以上の制度は

存制度の変更と

２―２―３

既存制度の修

増加のペースが

物の大半を占める少額貨物に

に輸入許可を受けられる到着

いずれも，従来の制度を変更

拡充ということができる。

新制度による対応

正や拡充による対応は，ある

予想を上回り，このような政

対する簡易申告制度や，貨物

即時輸入許可制度なども，迅

したり規摸を拡充したりする

程度の貨物量までは有効であ

策だけでは十分に対応できな

到着後，保税地域に搬

速な通関の一翼を担っ

ことであり，いわば既

る。しかし，航空貨物

くなった。一時期，増

大する貨物が上

下するようにな

年代前半にかけ

航空貨物の渋

も貨物で満たさ

背景はこのよう

この頃，日本

屋にあふれ，貨物や書類の紛

った
）
。このような航空貨物の

て報告されるようになった。

滞の要因は，荷さばき施設が

れ飽和状態に近くなった。よ

なことである。

では，羽田の東京国際空港に

失や紛れ込みが生じるように

渋滞という現象は，欧米でも

手狭になったことである。個

り規模の大きい施設の建設が

かわる新空港を千葉県の成田

なり通関スピードも低

， 年代後半から

別の保税上屋は，どこ

叫ばれるようになった

に建設する計画が進行

していた。これ

建設することが

ミナルである。

急増する航空

さらにはカーゴ

ば，物流コスト

欧米各国は，

を機会として，新空港の近く

決定された。これが 年に

その後，エアカーゴ・ターミ

貨物に対応した通関体制を確

・ターミナルの建設だけでは

の上昇は避けられなかった。

年代から実用化されてき

に航空貨物の荷さばきのため

原木に設立された東京エアカ

ナルはその他の空港にも建設

立するには，従来の簡易通関

不十分であった。革新的な通

その答えは電算システムによ

た電算システムを航空貨物通

の大規模な共同施設を

ーゴ・シティー・ター

されていった。

制度や特別通関制度，

関制度を導入しなけれ

る通関であった。

関に使用する計画をす

すめた。日本は

を開始した

たが，導入コス

結果として，電

た。

既存制度の修

イギリスの 計画を

である。電子通関シス

トの問題から，次善の策とし

子通関システムは，迅速な処

正や拡充に対して，電子通関

手本としてシステムを作った

テムは，最初，輸入海上貨物

て輸入航空貨物への導入とな

理を必要とする航空貨物にお

システムは新制度の導入であ

。これが 年に 働

へ導入する計画であっ

ったのである。しかし，

いて最も効果的であっ

る。このように，航空

（ ）



輸送の発展に

応してきたの

貿易取引システムにおける制

対して，貿易管理サブシステ

である。

度・慣習の生成と変化に関する研

ムは伝統的制度の応用と革

究（横山）

新的制度の導入によって対

２―３ 航

２―３―１

「危険ある

保する保険制

クであっても

境の変化に柔

航空貨物の

空貨物保険

航空貨物保険制度の発展

ところに保険あり」の言葉が

度が生まれてきている。保険

，果敢にその担保範囲を広げ

軟に対応してきたといえる。

分野においても，この柔軟性

示すように，新しい危険が発

業界は，利益の見込めるリ

ていった。結果として，保

はいかんなく発揮されてい

生するたびに，それを担

スクであればいかなるリス

険制度はその誕生以来，環

る。英国では，航空機のテ

スト飛行の段

ても，第一次

の引き受けが

当初は，航

び航空運送を

場で行われて

その後，欧

受け自体も，

階から，第三者損害賠償責任

世界大戦直後の航空貨物がご

始まっている。

空貨物専用の貨物保険約款な

包括的に担保する方法を採用

いた。

米の各国ともに，海上保険約

航空保険市場から海上保険市

保険と機体保険が登場して

く少量の貴重品と郵便物に

どはなく，運送保険によっ

していた。この時期までは

款に準じた普通保険約款を

場に移行していく。航空保

いた。航空貨物保険におい

限られていた時代から，そ

て陸上運送，河川運送およ

，保険引受けも航空保険市

策定していった。保険の引

険市場は，機体保険，第三

者責任保険，

かったことが

欧米の国々

慣習にあっ

（ ）

年には

条件に準じ

旅客責任保険などが中心であ

この理由である。

は，それぞれ独自の航空貨物

た分損担保の形式に準じてい

は荷主保険（

（ ）が採択され

た （ ）が制定された

り，航空貨物のリスクはむ

用保険証券を使用していた

た。ロンドン保険業者協会
）
）の原型となっている。

た。また， 年には

。

しろ海上貨物と類似性が高

が，内容はほとんど英国の

が 年に制定した

年にそれが改訂されたあと，

の制定と同時に，

航空貨物保

るいは

航性に関する

し後の保険期

た。海上保険

と，航空運送

する限り海上

険約款の内容は，このように

条件に準じている。具体的

条項や担保違反に関する条項

間限度の 日から 日への短

を航空貨物保険に適応させる

は海上運送と異なる独自の運

保険に包含される，というこ

，古くは海上保険の分損担

にいうと，それは若干の追加

に代表されるように，海上

縮など，海上保険の内容を

過程が，削除や変更が主で

送手段であるが，結果的に

とができる。

保，近年では全危険担保あ

条項を除けば，船舶の堪

保険の内容の削除，荷下ろ

変更することが中心であっ

あったという事実からする

，こと貨物の被る危険に関

貨物保険サ

容は海上保険

の制度に従う

２―３―２

航空貨物の

危険度の低さ

ブシステムの航空運送への適

という既存の制度に準じると

ということで制度変化に対応

航空貨物保険制度の現状

事故率は，海上運送に比較す

，さらには狭い空間による貨

応あるいは構造変化は，大

いうことであった。そして

した。

ると低いといわれる。これ

物可動性の低さなどが要因

変素早く行われた。その内

，各国の保険会社は，英国

は，運送時間の短さやその

といわれている。

（ ）



そのため航空

航空貨物輸送の

ズの場合には

立命館経済

貨物の付保率の低さもかね

実態報告
）
」では，「当社が保

（輸出であれば ， ，

学（第 巻・第３号）

て論じられていた。この点に

険をかけることが求められて

系，輸入であれば 系

ついて，「我国における

いるトレード・ターム

， ， ， ，

），必ず保

近くなっている

しかし，この

社が保険をかけ

系，

では売買契

るには，売買契

険をかけている」という解答
）
。

調査では，航空貨物における

ることが求められるトレー

輸入では 系， ，

約上義務が生じるので保険

約上付保が義務ではなく，自

と「ほとんどかけている」と

付保動向を知ることはでき

ド・タームズ」として，輸出

， ， が指定され

をかけるのは当然である。航

分のために保険をかける場合
）

いう解答が合計で ％

ない。質問の中に，「当

の ， 以外にも

ている。輸出の と

空貨物の付保動向を知

の付保率が必要となる。

荷主保険と

が ％と，圧

２―４ 航空

２―４―１

航空運送人に

直接，航空会社

かし，混載貨物

（ ）あるいは

倒的に直接，保険会社あるい

運送状と決済

航空運送状の性質

運送を依頼し，貨物を引き渡

に運送を依頼する場合には，

では契約運送人である混載業

（ ）の使用比率である

はその代理店と保険契約を締

すと航空運送状（

航空貨物代理店が荷主に航空

者が荷主に独自の航空運送状

が，前者が ％，後者

結することが多い。

）が発行される。

運送状を発行する。し

を発行し，実行運送人

である航空会

の内容

ここでは，特に

ワルソー条約

規定し
）
，第一義

代理店が作成し

社の代理店が混載業者に航空

（以下 ）といい，

は に準じているので

断りがなければ，航空運送状

では，航空運送人は荷送人に

的には荷送人にその作成義務

荷送人に発行することが一

会社の航空運送状を発行す

後者を

，運送人の違いを除けば両者

とは航空会社の発行するもの

航空運送状を作成して交付す

があることを明示している
）
。

般的である。 決議や

る。このとき，前者を

（以下 ）という。

はほとんど同じである。

を指す。

ることを請求できると

しかし，実務では航空

貨物代理店契約書

には航空運送状

航空運送状は

貨物の重量，寸

定から，航空運

かし，モントリ

航空運送状以外

航空運送状が運

作成についての規定がなされ

反証がないかぎり，契約の締

法，荷造り，個数に関する航

送状は運送契約の証明書類と

オール第４議定書５条では，

の手段を運送契約の証拠や貨

送契約と貨物受取りの唯一の

ている。

結，貨物の受取，運送条件に

空運送状の記載もまた証明力

貨物の受取証としての性質を

ペーパーレス・ドキュメンテ

物受取証として認めている。

証明手段ではないことになる

ついて証明力をもつ
）
。

をもつ
）
。このような規

もつことがわかる。し

ーションを前提として，

よって第４議定書では，

。

ワルソー条約

価証券としての

行は禁止されて

船荷証券は一

送状は，以上の

このほか，船

では，流通性（ ）

発行を許容している
）
。が，

いる。

般に，契約書の証拠，貨物受

ように有価証券としての性質

荷証券は受取式と船積式の違

のある運送状の作成を妨げる

実際には， 決議によっ

取証，有価証券としての性質

をもっていない。

いがあるが，航空運送状は常

ものではないとし，有

て有価証券としての発

をもつ。しかし航空運

に受取式として発行さ

（ ）



れている。

２―４―２

以上の性質

貿易取引システムにおける制

決済制度の変化

と種類からなる航空運送状に

度・慣習の生成と変化に関する研

対して，貿易決済制度はど

究（横山）

のように変化してきたので

あろうか。こ

一規則および

う）の観察を

第一次世界

に，ヨーロッ

はそのような

る
）
。信用状決

こでは決済システムの中心

慣例」（

通じて分析する。

大戦によって，国際経済の中

パで育まれた国際取引の慣習

慣習に不慣れなため，いろい

済はそのひとつであった。

である信用状制度の対応を，

心はヨーロッパからアメリ

もアメリカに移入されてい

ろな問題やヨーロッパ商人

「荷為替信用状に関する統

以下信用状統一規則とい

カ合衆国に移った。と同時

った。しかし，アメリカ人

との紛争が生じることとな

年に

様々な国際取

制度の根幹を

このような

送に関するも

争も激しかっ

かろうじて間

として受理す

設立された国際商業会議所

引の慣習や手続きについての

なす信用状手続きの統一は，

中，国際商業会議所は 年

のは見当たらない。当時すで

たのであるが，いまだ貿易品

接的にも関わりがあると思わ

るとの規定がなされている
）
。

（

統一解釈や手続き基準を作

そのなかでも緊急を要する

信用状統一規則を採択した

に航空機による商業輸送は

の輸送手段としては考えら

れるのは，受取船荷証券に

この規定については，受取

）の重要な課題は，

成することであった。決済

ものであった。

。しかし，条文には航空運

始まり，各国の路線拡大競

れていなかったのであろう。

ついての条文であり，原則

船荷証券の拒絶を主張する

イギリスと，

イギリスは自

また，第

も，航空運送

は，個別に運

船会社に対し

されている
）
。

受理を主張するアメリカの意

国の慣習との不一致を理由に

条のフォワーダー船荷証券

における との関わり

送をした場合には運賃が高く

て大口の貨物として運送を依

これは，混載業者のことを意

見が対立し，結局アメリカ

， 年信用状統一規則の

（ ）

で興味を引くところである

なる少量貨物をとりまとめ

頼するもので，船荷証券を

味し，船荷証券を発行する

の意見が取り入れられた
）
。

採択を見送った。

の受領を拒絶するとの規定

。ここにいうフォワーダー

て相当量の貨物に仕立て，

発行することがあると定義

ということから，運送を請

け負う契約運

このような

という保証が

その後 年

第二次世界

のポイントは

られている場

送人のことを指す。

フォワーダー発行の船荷証券

ないからであるとされている

信用状統一規則まで採用され

大戦をはさんでおよそ 年後

，取消可能信用状（

合には，発行銀行は代金支払

を拒絶する理由は，運送品
）
。契約運送人発行の運送状

ていた。

の 年に， 年信用状

）の取消通知が買取銀

いに応じなければならない

がすみやかに船積みされる

を認めないという規定は，

統一規則が発効した。改正

行に到着する前に買い取

こと，買取銀行は書類を精

査しなければ

送状が追加さ

大戦中は

年規則に

展は貨物専用

年規則

ならないこと，銀行が受理

れたことの３点である。

信用状統一規則の改訂作業が

なってしまった。このこと自

機が出現した 年代に実質的

は，航空運送状を規定に設け

する書類に航空郵便受取証（

滞っていたため，航空運送状

体はやや遅きに失した感が

に始まるので，取引上は大

たという意味で，航空貨物

）と航空運

が受理書類に入ったのが

あるが，航空貨物輸送の発

きな混乱はなかった。

運送上大きな意味をもつ。

（ ）



採択した国も欧

送った。理由は

いうことである

立命館経済

米諸国を含む カ国におよん

，イギリスを中心とするスタ

。この違いは，具体的には受

学（第 巻・第３号）

だ。しかし，イギリスは

ーリング・ポンド決済地域の

理される船荷証券の種類と保

年に引き続き採択を見

慣習と異なっていたと

険書類についてであっ

た。

その後，信用

ターリング決済

る新しい規定は

この後に採

）と後日

もに，フォワー

状統一規則は， 年，

地域の国々も加入し，文字通

なかった。

択された 年信用状統一

支払い信用状（

ダー発行の運送書類を条件付

年と改定された。 年規則

り国際統一規則となった。し

規則では，スタンドバイ信

）について

で認めた。

にはイギリスおよびス

かし，航空運送に関す

用状（

の規定を追加するとと

年信用状

おりの書類を受

複合運送書類に

下のように定め

「運送書類を

を定めていない

ワーダーによっ

められた

統一規則では，「信用状が複

理する
）
」，のように実質的に

閲する問題や紛争が多く報告

ている。

要求している信用状が，海上

場合には，……信用状にほか

て発行された運送書類を拒絶

合運送書類を要求している場

すべての複合運送書類の受理

されていることから， 年

船荷証券または郵便小包受領

に異なる規定がないかぎり，

する。ただし，その書類が国

である場合，またはそれが運

合には，呈示されたと

を定めている。しかし，

信用状統一規則では以

書もしくは郵送証明書

銀行はフレイト・フォ

際商業会議所により認

送人としてあるいは記

載運送人の代理

場合には，この

それでは，こ

人」の定義を明

結する者，つま

する場合，そし

指すものと考え

人として行動するフレイト・

かぎりではない
）
」。

の規定によって何がどのよ

確にする必要がある。運送人

り契約運送人を意味する場合

てその両方を意味する場合が

られていた。

フォワーダーによって発行さ

うに変わったのであろうか。

の定義には，自己の名におい

と，運送の実行を行う者，つ

ある。 年規則までは，運

れたことを示している

それには，まず「運送

て荷主と運送契約を締

まり実行運送人を意味

送人とは実行運送人を

年統一規

「運送人」とは

送人と考えると

前者の発行した

これに関連し

書類としては，

し， 年統一

則でも明らかな定義がなされ

契約運送人を意味するととら

， 条 の規定は，フレイト

運送状は受理すると考えるこ

て，航空運送において発行さ

年統一規則において航空

規則までは，「運送人」は実

ているわけではない。しかし

えていたことが報告されてい

・フォワーダーを契約運送人

とができる。

れる運送状の種類が問題とな

運送状が受理されるというこ

行運送人のみを意味していた

，同規則の起草者は，

る
）
。「運送人」を契約運

とそれ以外の者に分け，

る。航空運送に関する

とが規定された。しか

ため，航空会社発行の

運送状だけが受

年信用状

状にほかに異な

により発行され

おり，かつ，原

り，かつ，信用

理され，混載業者が発行する

統一規則では，「運送人」は

る定めがないかぎり，つぎの

た文面とみられ，かつ場合に

本が２通以上発行されている

状の他のすべての条件を満

いわゆる は拒絶され

契約運送人を意味するという

運送書類を受理する。記載運

応じ，物品の発送もしくは受

ときは，荷送入に対して発行

たしているもの
）
」という規定

ると解釈されていた。

ことと，「銀行は，信用

送人またはその代理人

取または積込を示して

された原本全通からな

から，混載業者発行の

（ ）



も受

年信用

率的に規定す

貿易取引システムにおける制

理されると解釈することがで

状統一規則の運送書類に関す

るものであった。しかし，反

度・慣習の生成と変化に関する研

きる。

る規定は，限られた表現に

面あまりに概略的であるた

究（横山）

よって多くの運送書類を効

め，その解釈に統一性がな

く草案者の意

書類のおよそ

り，そのため

ものの明確性

た。これが

航空運送関

に，航空運送

図も不明確であるとの批判を

半分は，外観上のディスク

信用状に関する訴訟も増えて

を高め，加えて運輸産業や通

年信用状統一規則である。

連でいえば，船荷証券，海上

状を表題としてかかげ，それ

うけた。さらに，信用状に

レパンシー（ ）や信

いるという報告もある
）
。こ

信手段のさらなる発展に適

運送状，用船契約船荷証券

らが銀行によって受諾され

基づいて銀行に呈示される

用状条件との不一致があ

のような点から，条文その

応するように改定がなされ

など７つの運送書類ととも

る条件を明記した点が注目

される。混載

運送人として

いる。

２―４―６

主要路線の

送人に交付さ

（ ）で

て行動するか

業者発行の について

あるいはその代理人によって

決済制度の問題点

混載化比率は大変高く， ％

れ，決済のために銀行に提出

あるということを意味する。

ぎり，この航空運送状の受諾

は，フレイト・フォワーダ

発行されたことを前提に，

を超えている路線が大半で

される運送状が，ほとんど

信用状統一規則も 年より

を認めている。

ー発行の運送書類と題して，

受理することが定められて

ある。これは，輸出者や荷

混載業者発行の航空運送状

，混載業者が運送人とし

しかし，実

頼人である輸

輸入者が支

取るというこ

輸入者側の

どである。し

送人であろう

際には， が運送人に

入者が支払を拒んだり，値引

払拒絶をする可能性を考慮し

ともある。

支払拒絶は正当なものではな

かし，このようなダーティ・

がなかろうが，フレイト・フ

よって発行されていないとい

きを要求する例がいまでも

て， か

く，マーケット・クレーム

クレームに口実を与える原

ォワーダー発行の運送書類

う理由で，信用状発行依

ある。輸出地の買取銀行も，

によって荷為替を買い

とみなされるものがほとん

因は， 年以前は契約運

は拒絶されており，航空運

送では航空会

よび 年規

るものにかぎ

定めている。

信用状統一

のため，

航空運送状

社発行の航空運送状だけが受

則ともに，フレイト・フォワ

り認めており，それ以外のフ

このことも誤解を生じさせる

規則の策定当事者つまり銀行

の受理が遅れてしまい，

は，貨物を運送人が引き受け
）

け付けられていたからであ

ーダー発行の運送書類でも

ォワーダー発行の運送書類

遠因となっているかもしれ

側は，混載貨物の隆盛を見

結果的に今でも実務に混乱を

た後に交付される
）
。運送人

ろう。また， 年規則お

，契約運送人として行動す

は拒絶されるということを

ない。

誤ったのかもしれない。そ

生じさせている。

の署名は，貨物を航空機に

積み込む前に

ということが

外為事故の

出地の銀行か

いうことであ

なんらかの理

行われなければならない。こ

いえる。

ひとつに「空券」といわれる

ら輸入地の信用状発行銀行に

る。これにはいくつかの原因

由で航空機に積み込まれてい

の点から，航空運送状は常

ものがある。信用状条件に

送付されてきても，肝心の

がある。ひとつには，運送

ない，ということである。

に受取式として発行される，

合致した荷為替手形が，輸

貨物が輸入地に届かないと

人が貨物を引き受けた後，

また，航空機に積み込まれ

（ ）



たのであるが，

もある。さらに

この中で最も

立命館経済

積み替えや積み降ろしの際に

，詐欺行為として航空運送状

頻繁に起こるのは，輸出空港

学（第 巻・第３号）

紛失してしまい行方がわから

が偽造されることもある。

で運送人が貨物の引渡しを受

なくなる，ということ

けた後，予定の航空機

に積み込まれな

することが多い

信用状取引

信用状条件に合

このような事

に記載すること

いことである。特に，混載貨

。

は，「独立抽象性の原則」（

）に基づいて行われる。

致していれば，信用状発行依

故を防ぐ方法は，何らかの手

である。船荷証券では，

物などフォワーダーが運送を

）と「厳

たとえ空券であったとしても

頼人である輸入者には支払い

段で航空機への積込を確認し

年信用状統一規則より，受

引き受けた場合に発生

格一致の原則」（

，荷為替手形の内容が

の義務が生じる。

て，それを航空運送状

取式船荷証券（

）を船積注

いる。航空貨物

合には，航空運

る発送日が積出

報は，そのよう

定がある。しか

物ほどには浸透

空券を防ぐも

記によって船積式に変更する

でも， 年信用状統一規則

送書類面にその旨の日付を特

日とみなされる。本条におい

な発送日の特記とはみなされ

し，信用状で実際の積出日を

していない。

うひとつの方法は，フォワー

方法が認められ，コンテナ輸

条で，「信用状が実際の発

記したもの，航空運送書類に

て，航空運送状のフライトの

ない」と，海上コンテナ貨物

要求すること自体が少ないよ

ダーの航空運送状を認めない

送で幅広く使用されて

送日を要求している場

そのように示されてい

番号と日付に関する情

の船積注記と同様の規

うであり，コンテナ貨

ことである。信用状統

一規則が 年

由からであった

べた の

された。混載貨

も包含せざるを

つの問題のディ

信用状の付か

までフォワーダーの運送状を

。以上からわかるように，受

問題は矛盾する側面をもつ。

物の隆盛を考えれば，これは

得なくなった。

レンマは続いていくであろう

ない取立て扱いの手形決済で

拒絶書類としていたのは，ひ

取式の航空連送状から生じる

年統一規則からは，

当然のことである。しかし同

といった方法でも取り

。

は，売買契約において，出荷

とつにはこのような理

空券の問題と，先に述

は受諾書類と規定

時に，空券の危険性を

入れないかぎり，ふた

書類を買主に提供する

ことを条件とし

方法で担保証券

うに，輸入地の

一規則（

ている。

信用状の付か

あり，物品の取

て手形の支払いや引受を行わ

としての性質を持たなければ

銀行を航空運送状の荷受人と

）では，

ない荷為替取立決済では，輸

引義務までも負わされるよう

せる。つまり，この場合でも

ならない。このため，慣習上

して記載することが行われて

銀行の同意なしに銀行を荷受

入地の銀行は単に取立委任事

な慣習はできるだけ廃止すべ
）

出荷書類は，何らかの

，信用状決済と同じよ

いる。しかし，取立統

人とすることを禁止し

務を行っているだけで

きであるという意見に

よって，上の内

事前の同意な

浸透している。

出地の銀行が手

補てんする。こ

している。

容が 年信用状統一規則６

しに，航空運送状の荷受人欄

さらに，わが国の貿易保険に

形を買い取ったあと，その手

の場合，流通性のない航空運

条で採用された。

に輸入地銀行名を記載するこ

おける輸出手形保険では，信

形が満期日に決済されないこ

送状では，荷受人を輸入地銀

とは，実務では幅広く

用状なしの決済で，輸

とによる銀行の損失を

行とすることを条件と

（ ）



取立統一規

大きな紛争や

貿易取引システムにおける制

則の規定は，このような慣習

問題は報告されていないよう

度・慣習の生成と変化に関する研

や制度に反する。しかし，

である。

究（横山）

幸いなことに，これによる

２―５ ト

２―５―１

トレード

法，危険や所

の機能をもつ

きた条件，

用の条件とし

レードタームズへの影響

インコタームズの適応

タームズ（
）
）は費

有権の分岐点なども示す条件

ので，条件によっては運送手

， ， などの条件

て発展してきたものである。

用の分岐点をあらわすもので

である。このようにトレー

段や輸送方法の変化に影響

はいずれも海上運送しかもコ

このような条件は，航空運

，同時に引渡の場所と方

ドタームズは採算条件以上

を受ける。従来使用されて

ンテナ船ではなく在来船
）

送の発展に対しどのように

変化あるいは

この問題

（ ）

に最初の採択

われている。

定から説明す

航空貨物運

導入を契機と

適応してきたのだろうか。

の分析のためには，トレー

がどのように変化してきたの

が行われ，その後， 年，

しかし， 年までは航空運

る。

送の本格的な発展は， 年

している。特にジャンボ機の

ドタームズの国際統一規則

かを分析する必要がある。イ

年
）
， 年， 年，

送に直接関係のある改定は

代のジェット機の導入と

導入によって輸送可能量は

であるインコタームズ

ンコタームズは， 年

年， 年と改定が行

ないので， 年以降の改

年代からのジャンボ機の

飛躍的に増え，本格的な航

空貨物時代へ

ンコタームズ

この条件で

の費用を負

は が比

則として現実

分かるよう

突入していった。このような

の新条件として，航空貨物専

は，売主は航空機への積載に

担する。危険もこのときに移

較的多く使用されていたこと

的引渡条件である が適

に， は理論的整合性によ

発展に呼応するように，国

用の （ ）

先立ち貨物を運送人に引き

転する。 という名称を使

と，非流通性の運送状が使用

していると考えたことなどが

って策定された条件である。

際商業会議所は， 年イ

を採択した。

渡し，このときまでの一切

用したのは，航空運送で

される航空運送には，原

理由である。このことで

ちなみに，慣習的に生成

してきた条件

ズより明確に

年イン

に対応した

地点が本船上

イトステーシ

をもつ。つま

より，理論的整合性を重視し

なっている
）
。

コタームズの最大の改正点
）
，

）
，

）
の３条件が

ではなく，コンテナや貨物そ

ョンなどの内陸地点となった

り両者ともに，荷主は国際運

て条件を策定するという流

は，コンテナ貨物用として，

追加されたことである。新条

のものが運送人に引き渡さ

。海上コンテナ貨物と航空

送手段への積載に先立ち，

れは， 年インコターム

従来の ， ，

件は，いずれも貨物引渡

れるコンテナヤードやフレ

運送貨物は同様の運送形態

貨物を運送人へ引き渡すの

である。こ

条件として，

年代の

空貨物のなか

このような状

る規定をもう

の点から， と には

全く同一の条件が２つ存在す

物流上の大きな進展は，コン

でも特に混載貨物の増加は顕

況の中， 年インコターム

けた。これにより，契約運

実質的な相違はない。つまり

ることとなった。

テナ貨物と航空貨物がさら

著で，航空貨物増加分の大

ズでは，運送人の定義を明

送人である混載業者の発行す

，航空貨物に適用される

に増加したことである。航

半は混載貨物が占めていた。

確にし，契約運送人を含め

る が運送書類とし

（ ）



て認められるこ

す形式をもつあ

立命館経済

とになった。さらに

らゆる運送手段に適用できる

（ ）は， 年に採択さ

学（第 巻・第３号）

を廃止し，

ように改定した。

れて以来，引渡地点と費用分

を，運送人に引き渡

岐点が不明確であると

いう批判があい

た運送手段が売

コンテナヤード

かった。 年

渡方法を定めて

題の解決にはな

年インコ

ついだ。 は原則として

主の倉庫まで引き取りに来る

で引き渡すなど，引渡地点が

インコタームズは，鉄道，道

いたのであるが，同じ運送手

らなかった。

タームズは，この点を考慮し

，買主が運送手配を行う条件

場合や，市内の貨物ターミナ

様々で，費用分岐点の解釈も

路，内陸水路，海上，航空な

段でもいくつかの引渡地点が

て運送手段別の規定をやめて

である。買主が手配し

ルや輸出港に隣接した

不明確となることが多

ど運送手段別に貨物引

存在していたので，問

，買主手配の運送手段

が売主の倉庫な

前者では，運送

人に引き渡すと

航空貨物用の

に，売買契約の

わゆる「契約書

使用拡大も目的

げ， ，

どに貨物を引き取りに来る場

手段への積載は売主の義務と

定めている。

トレードタームズの使用を推

モデル契約書である モ

の争い
）
」を解決することであ

とし，トレードタームズの

， などはその他の条件

合と，それ以外の場合に分け

し，後者では国内運送手段か

進する動きとして，国際商業

デル国際売買契約書
）
を出版し

る。同時に，コンテナ貨物や

推奨条件として， ，

として扱っている。

て規定をした。そして，

ら荷おろしせずに運送

会議所は， 年 月

た。出版の目的は，い

航空貨物用の各条件の

， など７条件をあ

２―５―２

航空運送は貨

はその代理人に

ーたる混載業者

大変複雑で難し

により，運送人

る。このことに

ブラック・ボックス化とイン

物を運送人に引き渡す形態を

限定されている場合には，引

が契約運送人として，運送人

いものとなった。それは，フ

として貨物を引き取る時点が

より，インコタームズでは，

コタームズ適応の問題点

もつ運送手段である。その運

渡時点は比較的明確であった

に定義されると，引渡の時点

ォワーダーの多機能化の商流

ブラック・ボックスの中に入

運送人引渡条件の「引渡」に

送人が実運送人あるい

。しかし，フォワーダ

あるいは場所の解釈が

的側面である多人格化

ってしまったからであ

ついて明確に規定する

ことが大変難し

年インコ

確にしていた。

港」という場所

は， （

ばならない」や

いう規定になり

くなった。

タームズの では，「空

しかし，混載業者はほとんど

が実質的に意味のないもので

）において，「売主は，物品

「物品が航空運送人またはそ

，具体的な空港という場所は

港内で運送人へ引き渡す」と

荷主の倉庫から貨物を引き

あったことから， 年と

を買主指定になる運送人の管

の代理人に引き渡されたとき

削除された。しかし，一方で

規定し，引渡場所を明

取るということで，「空

年インコタームズで

理下に引き渡さなけれ

，引渡は完了する」と

このような概略的な規

定では，引渡地

この点を考慮し

合と，そのほか

れた時に引渡は

ている。しかし

ロセスを反映し

点やそれにともなって費用の

て， 年インコタームズで

の場所で行われる場合に分け

完了するとし，後者では，運

，この規定についても，「

ていない」などの批判が絶え

分岐点が不明確であるとの批

は，同じく で引渡が売

て規定した。前者では，指定

送手段の上で運送人の管理下

との区別がつきにくい」

ない。

判を受けることになる。

主の施設で行われる場

の運送手段に積み込ま

にゆだねられた時とし

や「混載貨物の物流プ

（ ）



これはイン

が不明確とな

２―５―３

貿易取引システムにおける制

コタームズの規定の問題とい

ってしまった結果である，と

航空貨物とトレードターム

度・慣習の生成と変化に関する研

うよりは，ブラック・ボッ

とらえるべきである。

ズの実際

究（横山）

クス化によって，引渡地点

年に刊

大学産業経営

査は， 年

ト調査と，総

トレードタ

タームズから

アンケー

行された『我国で使用され

研究所）は，日本におけるトレ

から２年間にわたり行われ

合商社 社の 年の１月

ームズを分析したものである

年が経過している。

ト調査の結果では，輸出では
）

るトレードタームズ（貿易定

ードタームズの使用実態を

たもので， 件（トレードタ

から 月までの契約データか

。この調査の時点で， が

と をあわせて

型条件）の動向調査』（日本

明らかにしている。この調

ームズ 件）のアンケー

ら取り出した 件の

採択された 年インコ

％，輸入では だけで

％となっ

貨物用条件の

また，

でも同様の

査の報告書で

と「（在来船

輸出入の別は

この間８年間

ている。しかし，総合商社

使用は１％にみたない。

年に刊行された『我国にお

調査を行っている。これは，

ある。それによると，コンテ

条件と）併用だが（コンテナ航

不明である。正確な分析のた

が経過しているのだが，使用

社の実績では，輸出入ともに

ける航空貨物輸送の実態調査

年と 年の 社から回

ナあるいは航空貨物用条件

空貨物用条件が）多い」をあわ

めに，先の調査におけるア

比率にほとんど変化がない

，コンテナあるいは航空

』（日本大学産業経営研究所）

答のあったアンケート調

の使用は，「使用している」

せると ％となっている
）
。

ンケート調査と比較すると，

。

１ 制度・

取引システ

済，貨物保険

第３

慣習の連鎖的変化

ムが航空運送の進展によって

，トレードタームズの各サブ

章 結 論

どのように変化してきたの

システムに分けて観察して

かを，物流，貿易管理，決

きた。ここでは，このよう

な変化の連鎖

航空運送の

の特有の制度

力がない航空

は，具体的に

が生じ，「航

れている。

を横断的に分析する。

登場と発展は，その過程で，

・慣習を生み出してきた。た

会社が，効率的に貨物を集荷

は，低減運賃率を利用するこ

空運送事業とフォワーダーと

航空貨物代理店制度，混載

とえば，混載制度は，物流

するために導入し利用して

とにより発展してきた。こ

の完全な垂直的棲み分けが形

貨物制度，受取式積載など

過程全般に不慣れで集荷能

きた制度である。混載制度

の結果，運送契約の多重化

成されていった
）
」といわ

代理店制度

くという多機

化と定義でき

航空貨物で

に先立って，

なわれている

や混載貨物制度は，フォワー

能化のひとつの表れでもある

る。フォワーダーの多人格化

は，荷受人が積込みをおこな

荷送人から貨物を引き取る。

ことである。航空運送でも，

ダー企業が様々な人格を有

。この多機能化は商流とい

は，物流過程のブラック・

うことはなく，運送人ある

このような積載形態は，コ

当初からこのような形態が

して物流過程をこなしてい

う観点から言えば，多人格

ボックス化を生じさせた。

いはその代理人が，積込み

ンテナ貨物では一般におこ

採用されていた。理由は，

（ ）



航空運送の迅速

利用していた時

一規則であるイ

立命館経済

性のためには，迅速な積載が

代から運送人が積載していた

ンコタームズの規定を変更さ

学（第 巻・第３号）

必要であること，さらには，

，などである。これが，トレ

せることになり，航空運送用

旅客機の下部貨物室を

ードタームズの国際統

の条件や運送人引渡の

条件を登場させ

このような航

た。たとえば，

かたや運送人の

混載制度は，

有力な手段であ

とつとなった。

た。

空運送の物流上の特徴が，様

フォワーダーの多機能化つま

代理人として運送契約を締結

ジャンボフレイターの導入に

ったが，同時に運送契約の多

また，契約運送人発行の

々な航空貨物特有の制度・慣

り多人格化は，同一企業内で

する「混載貨物における企業

よって急増したスペースを効

重化が生じ，上にあげた「企

という書

習の要因となっていっ

かたや荷送人として，

内契約」を生じさせた。

率よく販売するための

業内契約」の原因のひ

式も生み出した。この

につい

う点から受取式

が非

書類に担保権を

が一般的になっ

という制度が一

また，航空運

であるという点

てさらにいえば，迅速な輸送

の書類となっている。

流通性として発行されるとい

設定する必要が生じたときに

た。この銀行荷受人の結果

般化した。

送状の大半は混載貨物であり

から，出荷書類は到着してい

という点から常に非流通性で

うことから，信用状取引や

は，荷受人を銀行とする「銀

， 制度のひとつ

，発行される運送状は

るのに貨物自体が航空機に積

あり，運送人引渡とい

決済など，銀行が

行荷受人」という制度

である

という点と，受取式

み込まれていないとい

ういわゆる「空

通関制度につ

通関制度である

保険制度につ

条件整備をおこ

２ 機能的制

券」という問題の原因となっ

いては，海上運送の場合より

や一連の簡易通関制

いては，当初，海上保険証券

なった。

度・慣習と調整的制度・慣習

た。

一層迅速な通関が要求され，

度が創設された。

の援用で済ませていたが，そ

結果としてオンライン

の後，航空貨物専用の

以上の制度・

，受取

ームズ，簡易通

動という点から

や矛盾点を解決

たとえば，混

度・慣習である

慣習を列挙すると，航空貨物

式運送状，非流通性運送状，

関，オンライン通関，航空貨

生成された制度・慣習と，そ

するために生成された制度・

載制度，受取式積載などは貨

。一方，受取式運送状，非流

代理店制度，混載制度，受取

銀行荷受人， ，

物保険制度などである。これ

のような制度・慣習の生成や

慣習に分けられる。

物の迅速な移動を実現するた

通性運送状，銀行荷受人，

式積載，企業内契約，

運送人引渡トレードタ

らは，貨物の迅速な移

変化にともなう問題点

めに生成されてきた制

，運送人

引渡トレードタ

のものである。

貿易取引では

モノ・カネ・カ

から，関係当事

ような目的で生

ームズなどの各制度・慣習は

，貨物，対価，荷為替書類

ミと表現する。貿易取引では

者は，そのような移動をでき

成された制度・慣習を機能的

，制度・慣習全体のスムーズ

（出荷書類）が物理的に移動す

，モノ・カネ・カミだけが物

るだけ迅速に安く安全に移動

制度・慣習（

な連携を実現するため

る。これらをそれぞれ

理的移動の対象である

させようとする。この

）と

（ ）



分類する。

モノ・カネ

うな権利・義

貿易取引システムにおける制

・カミの物理的な移動には，

務の移動を明確に整理するた

度・慣習の生成と変化に関する研

関係当事者間の権利・義務

めの制度・慣習がかたや存

究（横山）

の移動がともなう。このよ

在する。受取式運送状，非

流通性運送状

関係当事者間

れたものを調

制度・慣

ネ・カミの物

代における科

どが開発され

，銀行荷受人，

の権利・義務の移動を整理す

整的制度・慣習（

習の変化は機能的制度・慣習

理的移動こそが実体だからで

学技術の進歩の影響を受ける

ると，すぐに貿易運送に導入

，運送人引渡トレードター

るためのものである。この

）と

からはじまる。商取引という

ある。モノ・カネ・カミの

。たとえば，プロペラ機，

され，貿易取引制度・慣習

ムズなどの制度・慣習は，

ような目的のために生成さ

する。

経済行為では，モノ・カ

物理的移動手段は，その時

ジェット機，ジャンボ機な

を変化させてきた。貿易取

引の制度・慣

などの影響を

調整的制

ノ・カネ・カ

制度・慣習の

いう概念があ

機能的制

度・慣習の調

習の変化が，歴史的に観て，

受けてきたことをみれば，こ

度・慣習は，新しい機能的制

ミの物理的移動には関係当事

変化に対応し，調整的制度・

らわすように，それは常に受

度・慣習の変化にもとづいて

整的制度・慣習に対する優越

郵便制度，電信通信手段，

のことは明白である。

度・慣習の導入を受けて変化

者の権利・義務の移動が付

慣習も変化を強制されると

動的で後発的である。

調整的制度・慣習の変化が発

性（

運送手段，電子的通信手段

し適応する。それは，モ

随するからである。機能的

いうことになる。調整的と

生することを，機能的制

３ 両性的

制度・慣習

ば，航空貨物

貨物の物理的

整的側面を有

）と名

制度・慣習

の中には，常に機能的である

代理店制度は，その名称があ

移動を促進する機能もあわせ

している。より正確な表現を

づける。

とか調整的であるとかはい

らわすように調整的な制度

もつ。同じように，受取式

使用すれば，ある制度・慣

えないものがある。たとえ

である。しかし，一方で，

積載制度は機能的側面と調

習をつぶさにみれば，その

中にはより細

機能的かある

より大きなシ

には機能的な

ふたつの性

どうかにか

）と

かい制度・慣習が存在してい

いは調整的かいずれかの性格
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と，機能的制度・慣習の優

完全性

が，そのような変化は調整

には，その性格がいずれか

おいても，その中の機能的

先にはかわりない。

が完全になるまで続くわけ
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ではない。調整

たとえば，航

生じさせたのだ
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的制度・慣習の変化のなかに

空運送の受取式積載という特

が，インコタームズは新条件

学（第 巻・第３号）

は中途半端に終わるものがあ

徴により，従来のトレードタ

を採択したにもかかわらず，

る。

ームズの使用に問題を

一般に普及していない。

また，同じく受

整的な制度・慣

化は，商流とい
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整がおこなわれ
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取式積載制度により航空運送
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。企業内契約は法的に問題の
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状が受取式となったにもかか
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題を引き起こし，混載貨物に

多い契約制度であるにもかか

成や変化が中断する現象を，

）と名づける

わらず，それ以上の調

フォワーダーの多機能

おける企業内契約の原

わらず，それ以上の調

調整的制度・慣習の不

。この不完全性が存在

する制度や慣習

ドタームズの問

それではなぜ

つかの理由が考

かっているため

方である。これ

言及しない。別

越性」である。

では，制度・慣習の不完全性

題点，空券の問題，企業内契

このような変化の連鎖が中途

えられる。ひとつには，変化

に，短期的に観察すると変化

については，検証するだけの

の有力な説明は，上に述べた

にともなう問題点が観察され

約の問題などはその典型的な

半端で終わってしまうのであ

の連鎖が終了しているわけで

が頓挫しているようにみえる

十分な証拠が見つからなかっ

「機能的制度・慣習の調整的

る。上にあげたトレー

例である。

ろうか。これにはいく

はなく，単に時間がか

だけであるという考え

たので，この論文では

制度・慣習に対する優

たとえば，空

航空貨物は本来

扱った方がコス

に先立ち貨物を

このため，運送

発生することが

載されていない

券の問題を取り上げよう。航

少量貨物が多いこと，航空会

ト減となるなどの理由からで

引き取り，航空に積み込んで

状は受取式として発行される

ある。空券とは，出荷書類に

現象をいう。その頻度は海上

空運送の大半は混載貨物とし

社として小口貨物を多数扱う

ある。一方，航空貨物はその

いたという点から受取式積載

。このような制度・慣習より

は何の問題もないのであるが

貨物より多いといわれている

て運送される。これは，

より，大量貨物を取り

当初より運送人が積載

方法を採用している。

，航空貨物には空券が

，貨物が予定の便に積
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この空券の問

認を行って航空

混載貨物が９割

な混乱を招く可

もうひとつの

ワーダーの多機

い換えることが

題を解決する方法は，混載業

運送状を積載式として発行す

を超えるという状況において
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例は，トレードタームズの解

能化という言葉で表現できる
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者発行の を銀行が受

ることである。積載式運送状
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流過程が不明確になり，的確
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は可能であるとしても，

が拒絶することは大き
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みれば，多人格化と言

にとらえることができ

ないというブラ

ムズにおける運

かし，トレード

は無意味である

つまり，「機

的連鎖を説明し

ック・ボックス化の原因とな

送人引渡３条件の貨物引渡に

タームズの条文を明確にする

と同時に不可能である。

能的制度・慣習の調整的制度

たものであるが，同時に調整
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関する表現の複雑さや混乱は

ために，ブラック・ボックス

・慣習に対する優越性」は，

的制度・慣習から機能的制度

年の各インコター

この結果であろう。し

化自体を解決すること

制度・慣習変化の一方

・慣習への連鎖の流れ
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